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男女共同参画社会を実現するための５つの基本理念を掲げています。 
 

    １ 男女の人権の尊重 男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性もひとり 

      ひとりの人間として能力を発揮できる機会を確保していきましょう。 

 
    ２ 社会における制度・慣行についての配慮 固定的な性別役割分担意識にとらわれず、男女が 

      様々な活動ができるよう社会の制度や慣行について考えていきましょう。 

 
    ３ 政策等の立案及び決定への共同参画 男女が、社会の対等なパートナーとして、いろいろな方針 

      の決定に参画できるようにしましょう。 
 
    ４ 家庭生活における活動と他の活動の両立 男女が対等な家族の構成員として互いに協力し、社 

      会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動ができるようにしましょう。 

 
    ５ 国際的協調 他の国々や国際機関とも相互に協力して取り組んでいきましょう。 

 

くしろ 

男女共同参画通信 

ともに創りあげる社会をめざして 

◆ 男 女 共 同 参 画 社 会 基 本 法 ◆ 

国の男女共同参画推進本部は 

毎年６月２３日から２９日までの１週間 ※ 

「男女共同参画週間」を実施しています。 

男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭

で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女

共同参画社会」 

その実現のためには 国や市だけでなく、市民

のみなさんひとりひとりの取組が必要です。 

私たちのまわりの男女のパートナーシップにつ

いてこの機会に考えてみませんか？  

※「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日で

ある平成 11 年 6 月 23 日を踏まえたもの。 

 



釧路市  

       釧路市女性道外派遣研修参加者を募集しています 
      釧路市では、男女共同参画社会の形成をめざし、「くしろ男女共同参画プラン」の推進 
     等、女性の活動に必要な知識や情報を得るとともに全国の女性の実践など、交流を通して 
     視野を広げ、女性の社会参画を進め、活動の中核となる人材育成を図ることを目的として 
     女性の道外派遣研修の参加者を募集しています。 
 １ 派 遣 期 間 ： 平成 19年 8月 30日(木)～9月 2日(日) 
 ２ 派 遣 先 ： 国立女性教育会館 (埼玉県嵐山町)  

    「男女共同参画のための研究と実践の交流推進フォーラム」・東京都内施設見学 
 ３ 派 遣 人 員 ： 3名 
 ４ 派 遣 資 格 ： 市内に居住する 20代~60代で、団体行動に適応できる健康な方 
 ５ 応募必要書類 ： 応募用紙、応募動機（様式自由 800字以内） 
 ６ 応募締め切り ： ６月 29日(金) 
 ７ 応 募 用 紙 ： 市役所、教育委員会（阿寒・音別）、生涯学習センター、コア各館、各支所  
                      に置いています。 
 ８ 連 絡 先 ： 釧路市教育委員会生涯学習課（℡ 31-4579  Fax 22-9096） 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  保護者対象思春期保健講座 

～お母さんのココロとカラダの変化“もしかしてコレって更年期！？～ 

「「女女性性ホホルルモモンンとと上上手手ににつつききああっってて  

元元気気にに子子育育てて講講座座」」  
 『すくすく子育て（ＮＨＫ教育テレビ）』でおなじみの 

 講 師  対馬 ルリ子氏 （産婦人科医/ｳｨﾐﾝｽﾞ･ｳｪﾙﾈｽ銀座クリニック院長） 

 と き  平成19年7月4日（水) 午後 6時30分～8時30分 

ところ  釧路市プリンスホテル 2階 鶴の間 

主 催  釧路市・釧路市教育委員会・釧路市地域医療協議会 

問合先  釧路市こども保健部健康推進課 

              電話；（0154）31-4525   ＦＡＸ：（0154）31-4601 

《参加された方の感想》       ～あなたも参加してみませんか～ 
平成１７年度国立女性会館「２１世紀の男女平等開発・平和・新たな未来に向かって」に参加さ

せて頂きました。さまざまな分野で女性の為に活動されている方々の報告に興奮したことを思いだ

します。特に企画委員長である青木怜子さん（聖心女子大学教授）の経済が発達するにつれて格差

が生じてきている中で取り残された人々、特に女性の人権・権利を守るべく国連で提案されたジェ

ンダー、国内での実践の大切さを話されていた事が今も残っています。専門性の高いもので驚きと

とまどい、そして自分の意識の低さを痛感させられた研修でした。現在は男女共同参画とはこれま

で「当たり前としていたことの当たり前でない事の気づき」「柔軟な発想」「多面的な視点」「家庭の

中から男女共同参画を」と思うようになりました。これからもサークル活動（カウンセラークラブ・

更生保護女性会）、家庭でこの体験を活かし実践していきたいと思っています。 
池田昱子・佐藤満里子（平成１７年度） 

 

    

 


